
蔵王町認定こども園保育料について≪３号認定≫ 

保育料は、入所児童の父母（ひとり親の場合は父または母）の市町村民税額の

合計額をもとに、以下の「利用者負担額徴収基準額表」の階層区分に応じて保育

料を決定します。 

〘注〙ただし、両親ともに（ひとり親の場合は父または母の）年収が１０３万円未満の場

合で、同居している祖父母がいるときは、所得の高い方の市町村民税額を合算す

ることになります。 

※ ４月から８月分までは前年度の課税額、９月から３月分までは当年度の課税額にて算定

します。 

※ 入所児に兄姉がいる場合は、階層区分に応じて保育料が減免になります。 

※ ひとり親世帯の方や障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方、

特別児童扶養手当対象児がいる世帯の場合で、住民税の所得割額が７７，１０１円未満

のときは、裏面の徴収基準額表（ひとり親・障害者世帯）に定める保育料となります。 

※ 住宅借入金特別控除等の税額控除は、保育料算定には反映されない取扱いとなりま

す。 

※ 未申告の場合（前年の収入について、申告手続きしておらず、こちらで収入等が確認で

きない場合）は最高額の保育料となります。 

利用者負担額徴収基準額表 

【一般世帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１（1）

第２（2z）

第３（3z1） 均等割のみ

第3の2（3z2） ６，０００円未満 17,800円 18,000円

第3の3（3z3） ４８，６００円未満 19,300円 19,500円

第4の1（4z1） ５４，６００円未満 22,600円 23,000円

第4の2（4z2） ５７，７００円未満 24,600円 25,000円

第4の3（4ｚ3） ７７，１０１円未満 26,600円 27,000円

第4の4（4ｚ4） ９７，０００円未満 29,600円 30,000円

第5の1（5z1） １２１，０００円未満

第5の2（5z2） １６９，０００円未満

第6（6） ３０１，０００円未満

第7（7） ３０１，０００円以上

階層区分
市町負担額

市町村民税区分
多子減免
カウント方法

短時間 標準時間

生活保護世帯

年齢制限なし

第1子　全額
第２子　半額
第３子　無料

市町村民税　非課税世帯

市町村民税
所得割
課税世帯

年齢制限あり
（小学校就学前）

同時に幼稚園・認定こ
ども園を利用

する子をカウント

第１子　全額
第２子　半額
第３子　無料

0円

16,000円

36,000円35,600円



【ひとり親世帯・障害者世帯】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市町村民税所得割が７７，１０１円以上のときは、一般世帯と同じ保育料体系 

 


